


④
宮
田
遠
賀
線
橋
梁
架
替
工
事

　
　
　
　
　
　
　   

（
白
水
橋
）

●
概
要

　
白
水
橋
の
拡
幅
工
事
（
6.3
ｍ
か
ら
10.5

　
ｍ
に
拡
幅
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
20
年
３
月
ま
で

⑤
遠
賀
幹
線
遠
賀
中
継
ポ
ン
プ

　
場
築
造
　
　
　
　
　 

（
木
守
）

●
概
要

　
遠
賀
幹
線
中
継
ポ
ン
プ
場
の
築
造
（
下

　
水
道
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
20
年
５
月
ま
で

⑥
宮
田
遠
賀
線
道
路
改
良
工
事

　
　
　
　
（
木
守
〜
今
古
賀
）

●
概
要

　
▽
橋
脚
工
事
（
９
基
）

　
▽
地
盤
改
良
工
事
（
長
さ
２
３
２
ｍ
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
20
年
７
月
ま
で

⑦
浜
口
遠
賀
線
景
観
整
備
事
業

　
　
　
（
今
古
賀
〜
松
の
本
）

●
概
要

　
歩
道
の
拡
幅
工
事
（
長
さ
２
１
０
ｍ
）

●
期
間
（
予
定
）

　
平
成
20
年
５
月
ま
で

●
問
い
合
わ
せ

　
北
九
州
土
木
事
務
所

　
☎
０
９
３
（
６
９
１
）
２
７
６
１

　
北
九
州
土
木
事
務
所
が
担
当
す
る
、
遠
賀
町
内
で
の
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
今
回
は
、

昨
年
の
広
報
お
ん
が
「
５
月
10
日
号
」
で
お
知
ら
せ
し
た
工
事
の
中
か
ら
、
主
な
工
事
の
進
捗
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
工
事
期
間
中
は
、
遠
賀
町
と
北
九
州
土
木
事
務
所
が
一
丸
と
な
り
、
安
全
な
ど
細
心
の
注
意
を
払
い

実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。





■
平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
に
町
内
に

　
住
み
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

　
る
人

①
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人

②
年
末
調
整
の
済
ん
で
い
な
い
ア
ル
バ

　
イ
ト
や
臨
時
雇
い
の
人
な
ど

③
平
成
19
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、
再

　
就
職
し
て
い
な
い
人

④
給
与
所
得
者
で
、
平
成
19
年
中
の
給

　
与
以
外
の
所
得
と
し
て
地
代
、
家
賃
、

　
配
当
な
ど
が
あ
る
人
（
住
民
税
で
は

　
20
万
円
以
下
で
も
申
告
が
必
要
で
す
）

⑤
年
金
収
入
が
あ
り
、
扶
養
控
除
や
社

　
会
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
る
人

⑥
個
人
年
金
、
生
命
保
険
な
ど
の
満
期

　
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
人

　
な
お
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
人
に
は
、
町
県
民
税
の
申
告

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

■
平
成
19
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

　
（
還
付
申
告
）
を
し
た
人

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で
、

　
町
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
こ

　
と
に
な
り
ま
す
。

■
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
が
済
ん

　
で
い
て
、
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
「
給

　
与
支
払
報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い

　
る
人

※
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
勤

　
務
先
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
平
成
19
年
分
の
収
入
が
公
的
年
金
だ

　
け
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
人

　
①
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
１
５
１

　
　
万
５，
０
０
０
円
以
下
の
人（
昭
和

　
　
18
年
１
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

　
②
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
１
０
１

　
　
万
５，
０
０
０
円
以
下
の
人（
昭
和

　
　
18
年
１
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
）

■
平
成
19
年
中
に
事
業
所
得
、不
動
産

　
所
得
、譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
人

　
で
、所
得
金
額
の
合
計
額
が
、所
得
控

　
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

■
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
給
与

　
所
得
者

　
①
給
与
の
年
収
が
２，
０
０
０
万
円

　
　
を
超
え
る
人

　
②
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い

　
　
を
受
け
て
い
る
人

　
③
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

　
　
得（
年
金
な
ど
）が
20
万
円
を
超
え

　
　
る
人

　
確
定
申
告
が
必
要
な
人
が
、期
限
ま

で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た
り
間
違
っ
た

申
告
を
し
た
り
す
る
と
、無
申
告
加
算

税
や
延
滞
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。申
告
は
正
し
く

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
確
定
申
告
を
し
て
所
得
税
を
納

　
め
た
人
や
事
業
所
得
が
あ
る
人
、ま

　
た
、不
動
産
な
ど
の
譲
渡
が
あ
っ
た

　
人
に
は
、税
務
署
か
ら
申
告
書
が
郵

　
送
さ
れ
ま
す
。申
告
す
る
と
き
は
、こ

　
の
申
告
書
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

　
遠
賀
町
で
は
、次
の
日
程
で
町
県
民
税
・

国
民
健
康
保
険
税
と
所
得
税
の
確
定
申
告

の
相
談
受
付
を
行
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
人
は
、
も
れ
な
く
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
は
、
控
除

対
象
者
の
平
成
19
年
中
の
合
計
所
得
金

額
が
38
万
円
以
下
（
給
与
所
得
者
の
場

合
は
、
収
入
金
額
が
１
０
３
万
円
以
下
）

で
な
け
れ
ば
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
配
偶
者
特
別
控
除
も
配
偶
者

の
合
計
所
得
金
額
に
よ
っ
て
控
除
額
が

決
ま
る
た
め
、
そ
れ
以
上
の
控
除
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
年
末
調
整

で
誤
っ
て
控
除
を
受
け
て
し
ま
っ
た
場

合
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
誤
っ
て
控
除
を
受
け
た
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
所
得
税
や
町
県
民
税
が

更
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
19
年
中
の
収
入
が
全
く
な
い
場
合
や
、税
金
の
対
象
に
な
ら
な
い
遺
族
年

　
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
み
の
場
合
で
も
、国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は
、申
告
が

　
必
要
で
す
。申
告
し
て
い
な
い
場
合
は
、国
民
健
康
保
険
税（
介
護
保
険
料
を
含

　
む
）の
減
額
世
帯
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　①税務署から申告書が送られてきた人は、その申告書

※整理番号が記入されています。

　②給与や年金などがある人は、源泉徴収票

　③医療費控除を受ける人は、医療費の領収書、保険などで補てんされた金額の明細書

※先に高額療養費の請求をしてから、医療費控除をしてください。

※医療費の内訳書に、個人ごと・病院ごとの領収金額と生命保険などから補填された

　金額を記入後、合計額を記入しておいてください。（内訳書は役場税務課にあります）

　④生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける人は、支払保険料の控除証明書

　⑤国民年金保険料の社会保険料控除を受ける人は、国民年金保険料などの控除証

　　明書

　⑥住宅借入金等特別控除を受ける人は、住民票の写し、住宅取得資金などの借入金

　　の年末残高等証明書、家屋の登記簿謄（抄）本、売買契約書または請負契約書の写し

※敷地などの購入に係るロ－ンの控除を受ける場合は、敷地などの登記簿謄（抄）本、

　分譲に係る契約書の写しが必要です。

　⑦印鑑（認印で可）

（注）所得税の還付が生じると思われる人は、振込先の金融機関・口座番号（申告者本

　　人名義のもの）を把握して来てください。



■譲渡所得がある人
　３月４日（火）
■自営業や不動産などで収支申告をする人
　３月４日（火）～７日（金）

■農業所得で収支申告する人
　３月５日（水）～７日（金）
■税理士への受け付け（午前９時30分から）
　３月５日（水）～７日（金）

◆
国
民
年
金
の
納
付
額
に
つ
い
て

　
19
年
中
に
納
め
た
国
民
年
金
の
納
付

額
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
各
被
保
険
者
に
は
、
社
会
保
険
庁
が

９
月
30
日
付
の
デ
ー
タ
か
ら
、「
国
民
年

金
保
険
料
等
の
控
除
証
明
書
」
を
11
月

初
旬
に
郵
送
し
て
ま
す
の
で
、
必
ず
持

っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
控
除
証
明
書
が
無
い
場

合
は
、
控
除
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
10
月
以
降
に
初
め
て
国
民
年
金
保
険

　
料
を
納
め
た
人
の
納
付
分
は
、
２
月

　
初
旬
ま
で
に
社
会
保
険
庁
が
、
控
除

　
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

◆
障
害
者
控
除
に
つ
い
て

　
障
害
者
手
帳
な
ど
に
も
と
づ
き
障
害

者
控
除
の
判
定
も
で
き
ま
す
が
、
介
護

保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65

才
以
上
の
人
で
、
主
治
医
の
意
見
書
に

お
い
て
日
常
生
活
自
立
度
（
寝
た
き
り

度
）
が
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
ラ
ン
ク
に
該
当
し

て
い
る
人
は
、
特
別
障
害
者
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

　
控
除
を
受
け
る
に
は
、
福
祉
課
で
発

行
す
る「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

が
必
要
で
す
の
で
申
告
の
と
き
に
、
持

っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

※
証
明
の
申
請
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て

　
は
、
福
祉
課 

高
齢
・
障
害
者
係
ま

　
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

に
つ
い
て

  

寝
た
き
り
状
態
の
人
な
ど
の
お
む
つ

代
を
医
療
費
控
除
の
対
象
に
す
る
に
は
、

医
師
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
で
す
。

　
し
か
し
、
２
年
目
以
降
の
人
に
つ
い

て
は
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
な
く

て
も
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
に
係

る
①
主
治
医
の
意
見
書
の
写
し
、
ま
た

は
、
②
役
場
が
発
行
す
る
主
治
医
意
見

書
の
内
容
を
確
認
し
た
証
明
書
が
あ
れ

ば
、
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
証
明
の
申
請
手
続
き
な
ど
に
つ

い
て
は
、
福
祉
課 

高
齢
・
障
害
者
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
初
め
て
の
人
は
従
来
ど
お
り
医
師
の

　「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
▽
町
県
民
税
に
つ
い
て

　
　
税
務
課

　
▽
所
得
税
に
つ
い
て

　
　
若
松
税
務
署
（
自
動
音
声
案
内
）

　
　
☎
０
９
３
（
７
６
１
）
２
５
３
６

注１）譲渡　　　土地・建物などの譲渡所得のある人
注２）収支　　　不動産所得や自営業などの収支申告者
注３）農業収支　農業所得での収支申告者

●ところ　遠賀町役場２階　大会議室
※車は、庁舎北側（図書館南側）の駐車場に駐車してください。

※日程表は行政区ごとで区分しています。



　社会保険庁から平成19年12月から平成20年10月にかけて、

「ねんきん特別便」が年金の加入者、年金受給者の皆さん

へ送付されます。

　年金の住所変更の届出が済んでいない人は、届かない場

合がありますので、早めに手続きをしてください。

●対象・手続き先

　▽国民年金第１号被保険者　

　　現在住んでいる市区町村役場の窓口

　▽厚生年金加入者・国民年金第３号被保険者　

　　勤務先の社会保険担当

　▽年金受給者

　　八幡社会保険事務所（八幡西区岸の浦）

　　☎０９３（６３１）７９６６ 

※古い年金手帳を持っている人で氏名変更をしていない人は、

　変更手続きが必要になる場合があります。

●問い合わせ

　ねんきん特別便専用ダイヤル（市内通話料金・携帯電話可）

　☎０５７０（０５８）５５５

　☎０３（６７００）１１４４（ＩＰ電話とＰＨＳの人）

　社会保険事務所職員が出張相談窓口を開設して、年金（記

録）相談を行います。気軽に相談してください。

●と　き

　▽２月８日（金）　午前９時30分～午後４時30分

　▽３月27日（木）　午前９時30分～午後４時30分

※本人以外の人が相談する場合は、委任状が必要です。

●ところ　遠賀町役場２階　大会議室

●持ってくるもの

　年金手帳、年金証書、身分証明書（運転免許証など）

●問い合わせ

　八幡社会保険事務所国民年金係

　☎０９３（６３１）７９６６

●
開
設
期
間

　
３
月
31
日
（
月
）
ま
で

※
土
・
日
、
祝
日
は
開
設
し
て
ま
せ
ん
が
、

　
２
月
24
日
（
日
）
と
３
月
２
日
（
日
）
は
、

　
開
設
し
て
い
ま
す
。

●
受
付
時
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

●
と
こ
ろ

　
ベ
イ
サ
イ
ド
プ
ラ
ザ
若
松
（
若
松
区
本
町
）

※
開
設
期
間
中
は
、
若
松
税
務
署
内
に
は
確

　
定
申
告
の
会
場
は
準
備
し
て
い
ま
せ
ん
。

●
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限

　
▽
平
成
19
年
分
の
所
得
税

　
　
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

　
▽
平
成
19
年
分
の
消
費
税

　
　
３
月
31
日
（
月
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ

　
若
松
税
務
署
（
自
動
音
声
案
内
）

　
☎
０
９
３
（
７
６
１
）
２
５
３
６

※
音
声
案
内
に
従
っ
て
、
番
号
を
プ
ッ
シ
ュ

　
（
ダ
イ
ヤ
ル
）
し
て
く
だ
さ
い
。

　平成19年度の不妊治療費助成申請

の受付を行っています。

　平成19年４月１日以降に体外受精

や顕微鏡受精を受け、助成対象に該

当する人で、まだ申請を行っていな

い人は、３月31日（月）までに手続

きを行ってください。

　３月下旬に治療が終わる予定の人

は、申込期限が迫っていますので、遠賀保健福祉環境事務所

に連絡してください。

　また、不妊相談なども受け付けています。

●対　　象　

　次の条件をすべて満たす人

　▽北九州市と福岡市を除く福岡県内に居住している法律上

　　の夫婦

※外国籍の人の場合は、外国人登録原票で夫婦と確認できる

　人が対象になります。

　▽夫と妻の所得の合計金額が、７３０万円未満の人

※計算方法については、申請窓口に相談してください。

　▽知事が指定した医療機関で、体外受精、顕微受精（凍結

　　卵・胚を使用した治療も含む）を受けた人

※凍結保存料は助成対象になりません。

※採卵に至らない場合は対象になりません。

●助  成  額

　１回の治療につき上限額１０万円

※１年度あたり２回まで、通算５年度までです。

●申請期限　３月31日（月）

※平成19年度分の治療申請は、平成20年４月１日以降には申

　請できません。

●問い合わせ

　遠賀保健福祉環境事務所　高齢者児童家庭係

　☎０９３（２０１）４１６２



※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

◆
遠
賀
町
下
水
道
排
水
設
備

　
　
　
　
工
事
責
任
技
術
者
の
登
録

●
対
象
　

　
▽
更
新
登
録

　
　
遠
賀
町
で
の
登
録
期
限
が
平
成
20
年
３
月
31

　
　
日
ま
で
の
人
で
、更
新
講
習
会
を
受
講
し
た
人

　
▽
新
規
登
録

　
　
遠
賀
町
に
新
規
登
録
す
る
県
下
統
一
排
水
設
備

　
　
工
事
責
任
技
術
者
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
人

●
申
請
書
配
布
開
始
日
　

　
１
月
28
日
（
月
）

※
環
境
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

●
受
付
期
間
　
　

　
▽
更
新
登
録

　
　
２
月
４
日
（
月
）
〜
14
日
（
木
）

　
▽
新
規
登
録

　
　
２
月
１
日
（
金
）
〜
14
日
（
木
）

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

　
時
15
分
ま
で
で
す
。

※
土
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

◆
更
新
講
習
会

●
と
き
　

　
２
月
３
日
（
日
）

　
午
前
10
時
〜
11
時

※
受
付
は
、
午
前
９
時
30
分
か
ら
で
す
。

●
と
こ
ろ
　

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

●
申
し
込
み
方
法

　
１
月
30
日
（
水
）
ま
で
に
「
更
新
講
習
申
込
書
」

　
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

※
事
前
に
更
新
講
習
申
込
書
を
郵
送
し
ま
す
。

◆
遠
賀
町
下
水
道
排
水
設
備

　
　
　
　
　
　
指
定
工
事
店
の
登
録

●
対
象
　
　

　
▽
更
新
登
録

　
　
遠
賀
町
で
の
登
録
期
限
が
平
成
20
年
３
月
31

　
　
日
ま
で
の
業
者

　
▽
新
規
登
録

　
　
新
規
に
登
録
を
し
よ
う
と
す
る
業
者

※
遠
賀
町
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
を
１
人
以

　
上
専
属
雇
用
し
て
い
る
こ
と

●
申
請
書
の
配
布
開
始
日
　

　
２
月
18
日
（
月
）

※
環
境
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

●
受
付
期
間
　
　

　
２
月
25
日
（
月
）
〜
３
月
７
日
（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
　

※
土
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
　
環
境
課

　
遠
賀
町
で
下
水
道
の
排
水
設
備
工
事
を
行
う
に
は
、
責
任
技
術
者
の
登
録
申
請
を
し
た
後
、
指
定
工
事

店
の
登
録
申
請
が
必
要
で
す
。



※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

●
と
き
　

　
２
月
24
日（
日
）か
ら
３
月
30
日（
日
）

　
ま
で
の
毎
週
日
曜
日

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
対
象

　
町
内
在
住
・
在
勤
の
18
歳
以
上
の
人

●
定
員
　
18
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、抽
選
に
な

　
り
ま
す
。

●
内
容
　

　
▽
講
義

　
　
香
り
の
種
類
、香
り
が
体
や
心
に

　
　
与
え
る
影
響
、自
分
に
あ
っ
た
香

　
　
り
の
選
び
方

　
▽
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
　
講
義
の
内
容
を
踏
ま
え
ハ
ン
ド
ク

　
　
リ
ー
ム
、マ
ッ
サ
ー
ジ
オ
イ
ル
、リ
ッ

　
　
プ
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
作
成

※
筆
記
用
具
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

●
費
用
　
５
０
０
円

※
材
料
費
と
し
て
、別
途
１
回
あ
た
り

　
７
０
０
円
か
ら
１，
５
０
０
円
程
度

　
必
要
で
す
。

●
申
し
込
み
方
法
　

　
往
復
は
が
き
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い

　
①
往
信
用
は
が
き
の
裏
に
は
住
所
・

　
　
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
・
郵
便
番

　
　
号
・
電
話
番
号
お
よ
び「
ア
ロ
マ
セ

　
　
ラ
ピ
ー
講
座
受
講
希
望
」と
朱
書

　
　
し
て
く
だ
さ
い
。

　
②
返
信
用
は
が
き
に
は
、必
ず
表
に

　
　
住
所
・
氏
名
・
郵
便
番
号
を
記
入
し

　
　
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
、１
人
１
枚
に
な
り
ま

　
す
。

●
締
め
切
り

　
２
月
８
日（
金
）（
必
着
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
〒
８
１
１
Ｉ
４
３
９
２

　
遠
賀
町
大
字
今
古
賀
５
１
３
番
地
　

　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

　
講
義
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
の
基
礎
を
学
び
ま
す
。

　
12
月
16
日
、
遠
賀
総
合
運
動
公
園
弓

道
場
で
20
人
が
参
加
し
て
、
遠
賀
町
弓

道
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
称
号
者
の
部

　
▽
優
勝
　
　
大
原
寿
矢
子

　
▽
準
優
勝
　
池
田
沙
綺
子

■
一
般
男
子
の
部

　
▽
優
勝
　
　
村
田
　
初
雄

　
▽
準
優
勝
　
西
村
　
健
二

　
▽
第
３
位
　
高
槻
　
和
広

■
一
般
女
子
の
部

　
▽
優
勝
　
　
吉
田
　
恵
子

　
▽
準
優
勝
　
堀
下
ゆ
か
り

　
▽
第
３
位
　
小
長
　
優
子

■
無
段
者
の
部

　
▽
優
勝
　
堀
下
　
祐
樹

　
12
月
16
日
、
遠
賀
総
合
運
動
公
園
周

回
道
路
で
８
チ
ー
ム
48
人
が
参
加
し
て
、

遠
賀
町
少
年
少
女
駅
伝
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
男
子
の
部

　
▽
優
勝

　
　
お
ん
が
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
Ａ

　
　
48
分
21
秒

　
▽
準
優
勝

　
　
お
ん
が
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
Ｂ
　

　
　
50
分
12
秒

　
▽
第
３
位

　
　
島
門
ジ
ュ
ニ
ア
Ａ
　
　
　
　
　

　
　
50
分
17
秒

■
女
子
の
部
（
優
勝
の
み
）

　
▽
優
勝

　
　
広
渡
ジ
ュ
ニ
ア
　
　
　
　
　
　

　
　
49
分
14
秒

　航空自衛隊と芦屋基地に対す

る意見、提言などを聴くために、

基地モニターを募集します。

●対象

　以下の条件を全て満たす人

　▽議会議員と常勤公務員を除く20歳以上の人

　▽防衛問題と自衛隊に関心があり、公正で建設的な意見

　　を述べてもらえる人

　▽平日の会議などに参加可能な人

●期間

　平成20年４月から平成21年３月までの１年間

●定員　10人

※発表は郵便で、お知らせします。

●締め切り

　２月15日（金）（必着）

●申し込み方法

　往復はがきに、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、生

　年月日、職業、電話番号と申し込み理由を記入して、申

　し込みください

●申し込み・問い合わせ

　〒８０７－０１３３

　遠賀郡芦屋町大字芦屋１４５５－１

　航空自衛隊芦屋基地　基地渉外室

　☎０９３（２２３）０９８１



「お宅の○○は危険。すぐに修理が必要ですよ！」
　そんな言葉に騙されないでください。遠賀町内でも悪質

な業者による被害が出ており、商工会に相談に来る人が増

えています。そういった場合は、すぐに契約の話はせず、

落ち着いて対応してください。

　商工会では、「住まいの相談室」を開設しています。　

　お住まいのことで不安なこと、修理や増改築等で相談し

たいことがあったら、まず商工会にお気軽に連絡してくだ

さい。商工会が相談に乗ります。

「住まいの相談室」
●と　き　月曜～金曜　午前９時～午後５時

●ところ　遠賀町商工会

●問い合わせ

　遠賀町商工会

　☎（２９３）０１６５　FAX（２９３）７１９６

※毎月第４月曜日を除く月曜日（当日が祝日の場合はその

　翌日）、年末年始（12月29日～１月３日）は休みです。

●問い合わせ

　〒８１６－０８０４

　春日市原町３－１－７　クローバープラザ４階

　社会福祉法人福岡県社会福祉協議会　福祉振興部相談課

　☎０９２（５８４）３３４４

　総務省統計局では、10月１日現

在で「平成20年住宅・土地統計調

査」を実施します。この調査で、

日本の住宅数をはじめ、住宅の種

類や設備など私たちの住生活に関

するさまざまなことがわかります。

　この調査が、今年の10月に行われることを多くの人に知

ってもらい、調査が円滑に実施できるよう、調査のイメー

ジにあった標語（キャッチコピー）を募集します。

●対象

　どなたでも可

※総務省統計局の職員は除きます。

●応募作品

　１人１点とし、未発表で自作のものに限ります

※作品は返却しません。

●申し込み方法

　はがき、またはＥメールに作品、氏名、性別、年齢、住所、

　電話番号、職業（学年）を明記して、申し込みください

●締め切り

　２月11日（月）（必着）

●申し込み・問い合わせ

　〒１６２－８６６８　東京都新宿区若松町19‐１

　総務省統計局国勢統計課　住宅・土地調査広報担当

　☎０３（５２７３）１１５５

　Ｅメール　housing-land@stat.go. jp

　http: //www.sta t .go. jp/

　厚生労働省と福岡県は、労

働者の賃金や労働時間などの

変化を調べるため、毎月勤労

統計調査を実施しています。

調査の準備のため、平成20年

２月に調査対象地区の各事業

所へ、県知事が任命した調査

員が伺い、常用労働者数などを調査します。

　調査した内容を本調査以外に使用することはありません

ので、ご協力をお願いします。

●調査対象地区

　島津区、若松区

●問い合わせ

　福岡県企画振興部調査統計課　生活統計第二係

　☎０９２（６５１）１１１１

相談の種類 相談日時・電話番号

高齢者の一般・福祉相談
（よろず相談）

高齢者無料職業紹介

福祉サービス苦情
解決相談

地域福祉権利擁護事業
（日常生活自立支援事業）

法律相談（予約制）
※原則面接です。

医療・保健相談
（電話相談）

年金相談

高齢者の
専門相談

火曜日～日曜日
午前９時～午後４時

☎０９２（５８４）３３４４

水曜日
午後１時～４時

☎０９２（５８４）３３４４
木曜日

正午～午後２時
☎０９２（５８４）３３４４

金曜日
午前10時～午後４時

☎０９２（５８４）３３４４

火曜日～日曜日
午前９時～午後４時

☎０９２（５８４）３３４９
火曜日～日曜日

午前９時～午後５時30分
☎０９２（９１５）３５１１

火曜日～日曜日
午前９時～午後５時30分
☎０９２（５８４）７４１１



●
と
き

　
２
月
５
日
（
火
）

　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　
町
内
に
住
ん
で
い
る
生
後
４
か
月
か

　
ら
就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児
と
保
護
者

●
内
容

　
鬼
の
お
面
な
ど
を
作
っ
て
遊
び
ま
す

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
お
し
ぼ
り
、
お
茶
、
ク
レ
ヨ
ン

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
育
児
に
追
わ
れ
、
自
分
の
た
め
の
健

康
管
理
が
後
回
し
の
お
母
さ
ん
、
た
ま

に
は
思
い
切
り
運
動
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

し
ま
せ
ん
か
。

●
と
き

　
２
月
８
日
（
金
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
体
育
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　
生
後
３
か
月
か
ら
就
学
前
ま
で
の
乳

　
幼
児
と
保
護
者

●
内
容

　
健
康
運
動
指
導
士
に
よ
る
エ
ア
ロ
ビ

　
ク
ス
、
ス
ト
レ
ッ
チ
、
骨
盤
矯
正
体

　
操
な
ど

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
室
内
用
運
動
靴
、
タ
オ
ル
、
お
茶
、

　
床
に
敷
く
大
き
め
の
バ
ス
タ
オ
ル

※
必
要
な
人
は
、
着
替
え
も
準
備
し
て

　
お
い
て
く
だ
さ
い
。

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
好
き
嫌
い
や
、
少
食
な
ど
、
悩
み
の

多
い
幼
児
期
の
食
事
に
つ
い
て
、
栄
養

士
さ
ん
の
お
話
と
試
食
、
座
談
会
で
少

し
で
も
解
決
し
ま
せ
ん
か
。

　
ま
た
、
参
加
者
ど
う
し
、
お
友
達
に

な
り
ま
し
ょ
う
。

●
と
き

　
２
月
26
日
（
火
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
　
研
修
棟

●
対
象

　
１
歳
か
ら
就
学
前
ま
で
の
幼
児
と
保

　
護
者

有
料
広
告
欄



●
内
容

　
栄
養
士
に
よ
る
講
話
、
幼
児
食
の
調

　
理
実
習
、
試
食
し
な
が
ら
の
座
談
会

※
託
児
が
あ
り
ま
す
。

●
定
員
　
12
組
（
先
着
順
）

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
お
子
さ
ん
の

　
ス
プ
ー
ン
、
は
し
、
お
子
さ
ん
の
お

　
茶
、
託
児
に
必
要
な
着
替
え
、
オ
ム

　
ツ
、
バ
ス
タ
オ
ル
な
ど

●
費
用
　
２
０
０
円

●
締
め
切
り

　
２
月
15
日
（
金
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
健
康
対
策
係

　
五･

七･

五･

の
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
に

の
せ
て
、
自
然
豊
か
な
遠
賀
の
風
景
、

日
々
の
生
活
を
素
直
な
気
持
ち
で
歌
に

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
と
き

　
２
月
22
日
（
金
）
か
ら
３
月
28
日
（
金
）

　
ま
で
の
毎
週
金
曜
日
　

　
午
前
10
時
〜
正
午

※
３
月
21
日
（
金
）
は
お
休
み
で
す
。

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
定
員
　
15
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
に
な

　
り
ま
す
。

●
費
用
　
５
０
０
円

●
締
め
切
り

　
２
月
13
日(

水)

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

　
遠
賀
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議
で
は
、

昔
の
遊
び
の
伝
承
、
親
子
・
地
域
と
の

ふ
れ
あ
い
（
異
世
代
交
流
）
、
子
ど
も

の
思
い
出
作
り
の
ひ
と
つ
に
と
、
今
年

も
た
こ
作
り
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

●
と
き

　
３
月
８
日
（
土
）
　

※
時
間
は
、
協
議
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

●
と
こ
ろ

　
地
区
公
民
館
な
ど
で
、
出
張
教
室
を

　
開
催
し
ま
す

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
場
所
の
調

　
整
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
内
容
　
六
角
だ
こ

●
費
用

　
３
０
０
円
／
１
セ
ッ
ト
（
材
料
費
）

※
教
室
当
日
に
徴
収
し
ま
す
。

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
は
さ
み
、
鉛
筆
、
新
聞
紙
５
枚
程
度

●
締
め
切
り

　
２
月
15
日
（
金
）

●
申
し
込
み
方
法

　
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議

　
（
遠
賀
町
教
育
委
員
会
内
）

　
☎
（
２
９
３
）
１
２
３
４

　
自
慢
の
た
こ
を
大
空
高
く
あ
げ
て
み

ま
せ
ん
か
。

●
と
き

　
３
月
16
日
（
日
）
　

　
午
前
９
時
30
分
〜
　

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
総
合
運
動
公
園
　
み
ど
り
の
広

　
場

●
対
象

　
た
こ
を
持
っ
て
い
る
人

※
雨
天
の
場
合
は
、
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

　
セ
ン
タ
ー
で
手
作
り
た
こ
の
品
評
会

　
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議

　
（
遠
賀
町
教
育
委
員
会
内
）

　
☎
（
２
９
３
）
１
２
３
４

　
温
か
く
個
性
あ
ふ
れ
る
書
の
数
々
を

是
非
見
て
く
だ
さ
い
。

●
と
き

　
２
月
１
日
（
金
）
〜
18
日
（
月
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
９
時

※
２
月
18
日
（
月
）
は
、
午
後
６
時
ま

　
で
で
す
。

●
と
こ
ろ

　
く
り
え
い
と
サ
ン
リ
ブ
宗
像
（
宗
像

　
市
く
り
え
い
と
）

●
問
い
合
わ
せ

　
北
筑
前
養
護
学
校

　
☎
０
９
２
（
９
４
３
）
８
６
７
４

有
料
広
告
欄



　
電
気
設
備
、
消
防
設
備
、
空
調
設
備

な
ど
の
技
能
・
技
術
を
身
に
つ
け
、
関

連
分
野
で
の
就
職
を
目
指
し
ま
す
。

●
募
集
科
目

　
若
年
者
電
気
設
備
科

●
試
験
日

　
２
月
12
日
（
火
）

●
と
こ
ろ

　
八
幡
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

　
（
八
幡
西
区
穴
生
）

●
対
象

　
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
申
し
込
み

　
を
し
て
い
る
人
で
、
お
お
む
ね
35
歳

　
以
下
の
人

●
定
員
　
15
人

●
締
め
切
り

　
２
月
１
日
（
金
）

●
そ
の
他

　
▽
１
か
月
間
の
企
業
実
習
を
通
し
て
、

　
　
実
践
的
な
技
能
を
取
得
し
ま
す

　
▽
授
業
料
は
無
料
で
す

※
教
科
書
、
工
具
、
訓
練
生
保
険
料
な

　
ど
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。

●
申
し
込
み

　
八
幡
公
共
職
業
安
定
所

　
☎
０
９
３
（
６
２
２
）
５
５
６
６

●
問
い
合
わ
せ

　
八
幡
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
３
（
６
４
１
）
６
９
０
９

　
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
い
内
容

は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
科
目

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
製
図
科

●
試
験
日

　
２
月
26
日
（
火
）

●
と
こ
ろ

　
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校

　
（
戸
畑
区
東
大
谷
）

●
対
象

　
高
卒
以
上
30
歳
以
下
の
人
　

●
定
員
　
20
人

●
締
め
切
り

　
２
月
13
日
（
水
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
３
（
８
８
２
）
４
３
０
６

【
ア
パ
レ
ル
工
芸
科
】

　
▽
試
験
日

　
　
２
月
27
日
（
水
）

　
▽
定
員
　
20
人

【
エ
ク
ス
テ
リ
ア
工
芸
科
】

　
▽
試
験
日

　
　
２
月
28
日
（
木
）

　
▽
定
員
　
20
人

【
イ
ン
テ
リ
ア
サ
ー
ビ
ス
科
】

　
▽
試
験
日

　
　
２
月
29
日
（
金
）

　
▽
定
員
　
30
人

●
と
こ
ろ

　
小
倉
高
等
技
術
専
門
校

　
（
小
倉
南
区
横
代
東
町
）

●
対
象

　
離
転
職
者
な
ど

●
締
め
切
り

　
２
月
12
日
（
火
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
小
倉
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
３
（
９
６
１
）
４
０
０
２

　
「
技
能
と
知
識
」
を
身
に
つ
け
て
、

就
職
活
動
に
役
立
て
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
試
験
日

　
３
月
５
日
（
水
）

●
と
こ
ろ

　
小
竹
高
等
技
術
専
門
校

　
（
小
竹
町
新
多
）

●
募
集
科
目
・
訓
練
期
間

　
▽
機
械
科
　
（
１
年
）

　
▽
溶
接
科
　
（
１
年
）

　
▽
建
築
科
　
（
１
年
）

　
▽
塗
装
科
　
（
１
年
）

　
▽
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科
（
６
か
月
）

　
▽
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
（
６
か
月
）

●
対
象

　
離
転
職
者
な
ど

※
科
目
に
よ
っ
て
、
年
齢
設
定
な
ど
が

　
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
い
内
容
は
、

　
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
定
員
　
各
30
人

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
は
、
20
人
で
す
。

●
締
め
切
り

　
２
月
22
日
（
金
）

●
そ
の
他

　
施
設
見
学
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い

　
ま
す

※
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
小
竹
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
４
９
６
（
２
）
６
４
４
１

　h
ttp
://w
w
w
.k
o
tg
isen

.p
ref.

　fu
k
u
o
k
a
.lg
.jp

●
選
考
日

　
３
月
５
日
（
水
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜

●
と
こ
ろ

　
直
方
聾
学
校
（
直
方
市
感
田
）

●
対
象

　
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
聴
覚
に

　
障
害
が
あ
る
幼
児

●
そ
の
他

　
選
考
日
に
は
、
必
ず
保
護
者
同
伴
で

　
来
校
し
て
く
だ
さ
い

有
料
広
告
欄



●
申
し
込
み
期
間

　
１
月
28
日
（
月
）
〜
２
月
８
日
（
金
）

※
受
付
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後

　
４
時
ま
で
で
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
直
方
聾
学
校

　
☎
０
９
４
９
（
２
６
）
５
３
５
１

　
FAX
０
９
４
９
（
２
６
）
４
６
０
１

●
選
考
日

　
３
月
５
日
（
水
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜

●
と
こ
ろ

　
小
倉
聾
学
校
（
小
倉
北
区
三
郎
丸
）

●
対
象

　
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
聴
覚
に

　
障
害
が
あ
る
幼
児

●
そ
の
他

　
▽
選
考
日
に
は
、
必
ず
保
護
者
同
伴

　
　
で
来
校
し
て
く
だ
さ
い

　
▽
母
子
手
帳
や
身
体
障
害
者
手
帳
が

　
　
あ
れ
ば
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い

●
申
し
込
み
期
間

　
１
月
28
日
（
月
）
〜
２
月
８
日
（
金
）

※
受
付
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後

　
４
時
ま
で
で
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
小
倉
聾
学
校

　
☎
０
９
３
（
９
２
１
）
３
６
０
０

　
FAX
０
９
３
（
９
３
１
）
９
９
０
４

　
携
帯
電
話
会
社
に
よ
る
「
ケ
ー
タ
イ

安
全
教
室
」
も
行
い
ま
す
。

●
と
き

　
２
月
７
日
（
木
）

　
午
後
２
時
〜
４
時

●
と
こ
ろ

　
福
岡
県
吉
塚
合
同
庁
舎

　
（
博
多
区
吉
塚
本
町
）

●
対
象
　
ど
な
た
で
も
可

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
生
活
労
働
部
青
少
年
課

　
指
導
係

　
☎
０
９
２
（
６
４
３
）
３
３
８
８

　
FAX
０
９
２
（
６
４
３
）
３
３
８
９

　先の大戦における戦没者の皆さんを追悼し、平

和を祈念するため、慰霊巡拝団員を募集します。

●期　間　３月18日（火）～24日（月）

●巡拝地

　中国（昆明、芒市、龍陵、松山、拉孟、騰中、上海）

●対　象

　中国で戦没された福岡県出身の軍人などの遺族

●定　員　20人

●締め切り

　２月７日（木）

●申し込み・問い合わせ

　財団法人福岡県遺族連合会事務局

　☎０９２（７６１）００１２

　「新耐震設計基準」が策定された昭和56年よりも前に建

設された小中学校（遠賀南中学校以外の４校）を、昨年８

月から９月にかけて調査しました。その結果、すべての学

校でコンクリート強度と、その耐久性に異常はみられま

せんでした。

　今後は、この調査をもとに補強工事を行う耐震診断を

順次行っていきます。

●問い合わせ　学校教育係
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こ
の
広
報
誌
は
環
境
な
ど
に
配
慮
し
、再
生
紙
を
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

　このコーナーでは、誕生日を迎
える３歳までのお子さんを募集し
ています。掲載を希望する人は広
報発行日の１か月前までに行政経
営課広報調整係に連絡してくださ
い。

■お詫びと訂正■
広報おんが1月10日号に掲載した記事に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
　■Ｐ13　ＳＵＢＳＴＡＮＣＥ－Ｘの皆さん　メンバー紹介
　　誤　紫村龍之助
　　正　柴村龍之助


